
◆ (仮称）津市久居ホール基本設計図書が納品されました 

発行月 平成２８年７月 

第３号 

第２回検討委員会後の市の取組について 

（仮称）津市久居ホール建設検討委員会 

（仮称）津市久居ホール管理運営検討委員会 

 まず、２月１６日開催の第２回検討委員会後に市として

各団体への説明と意見の聞き取りを行い、また、３月１５日

には第２回目の住民説明会を開催した旨を説明しました。 

開催概要 

 会議名 第３回（仮称）津市久居ホール建設検討委員会 

     第３回（仮称）津市久居ホール管理運営検討委員会 

 日 時 平成２８年３月２９日（火）１３：３０～１５：３０ 

 場 所 津市本庁舎８階大会議室Ａ 

 出席者 建設検討委員５名、管理運営検討委員４名 

     アドバイザー、設計者及び事務局 

基本設計図について 

 ◎ 前回からの変更点について 

 設計者から、前回検討委員会（第２回検討委員

会）からの設計図の変更点についての説明があり、そ

の後、３月２５日に納品された基本設計についての説

明がありました。  

○２階ラウンジについて、フリースペースでの使い勝手

を上げるため、自販機、給湯を設置した。 

○以前は２階の練習室が１階ピアノ庫の上に配置され

ていたが、バンド等の振動で調律に影響を与える可

能性もあるため、体験交流室と練習室の入れ替え

を行った。 

○説明と意見の聞き取りを行った各団体  

 久居四季の彩り祭り実行委員会、誠之及び成美地区自

治会連合会、津市ユニバーサルデザイン連絡協議会、津

市身障者福祉連合会  

○舞台の階段の縦横の配置を変えたことに伴い、花

道の形状が変更となった。 

○１階専用展示ギャラリーの天井高さを４ｍまで高く

した。 

○西側の大階段について、Ｌ字に曲げることで、圧迫

感の少ないものとした。 

 また、基本設計図書の納品にあたり、大月アドバイ

ザーから次のとおり補足説明がありました。 

 

○基本計画に示される施設理念を満たすための一 

 定水準は必要で、それを実現するような予算確保 

 の努力が継続的に行われている。 

○現状予算は十分とはいえず、面積を減らす、設備 

 のグレードを落とす、といった形で対応した結果の基 

 本設計である。 



 今回は設計者から基本設計図書が示され、検討が行われました。 

 今後は、実施設計期間に入っていくことになりますが、これまで検討されてきた基本設計に基づ

いて、詳細な設計をまとめる検討を進めていくことになります。 
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○支所サテライト・事務室にあるカウンターの位置は記

入する際の事を考えると、低い方がよい。また、車椅

子を利用するときは奥行きがあった方がよい。  

○授乳室はどうなっているのか？また、女性だけでなく、

最近は育メンもいるので男性の育児にも対応できるよ

うなつくりにしてほしい。  

○思いやり駐車場が２台しかないが、身障者だけでなく

妊婦なども利用するので、もっとスペースを取ってほし

い。 

○多目的トイレは十分な広さを確保してほしい。 

○視覚障がい者のことを考え、多目的トイレに赤外線セ

ンサーでトイレ内の配置がわかるよう音声案内をつけ

てほしい。  

○車椅子や盲導犬などいろいろなケースを想定してほし

い。 

 ◎ 各団体からの主な追加意見 

 ◎ 対応を変更した意見 

   前回検討委員会（第２回検討委員会）では、

これまでの意見について、一定の判断がされ

たもの、要望等を見送ったもの、今後検討を要

するもの等に整理されましたが、まだ検討委員

会としての判断がなされていない意見、コスト

面などから対応を変更した意見及び前回検討

委員会（第２回検討委員会）後に聞き取りが行

われた各団体からの追加意見について、検討

が行われました。 

   検討委員会で出された主な意見等は次のと

おり。  

○道具バトンについては、前回検討委員会では、

電動で本数は予算と検討となっていたが、現段

階としては、コスト面により手動で計画している。  

○省エネについて、ひさいアートスクエアは、暖房

に関しては床暖房、冷房に関しては壁吹き出し

で対応。  

○空調機の熱源は中央熱源、個別電気で対応 。 

○練習室３のみを浮遮音床構造とする。 

～地域をつなぐ開かれた独自性ある文化芸術の創造拠点～ 

○行政窓口機能と併設して、自治会等の市民団

体の活動する場として活動室を１階に設置して

ほしい。  


